
資料 ③

1、 「平成22年 度大学改革推進等補助金(大

学改革 推進事 業)に 係 る事故 繰越 しの承認

及び 日所条件の変更 につ いて(通 知)」 お よ

び記載方法

(3-1-1～3-1-5)

2、 事故繰越 しに関す る申請書類

(3-2-1～3-2-4)

3、 「平成22年 度大学改革推進等補助金(大 学

改革推進事業)変 更交付決定通知書

(3-3-1～3-3-4)

4、 「平成22年 度大学改革推進等補助金(大 学

改革推進事業)事 業 内容変更等承認 申請書

(3-4-1～3-4-2)



22文 科 高第1408号

平 成23年3月31日

学校法人東北学院理事長 殿

文部科学省高等教育局長

磯 田 文雄

平成22年 度大学改革推進等補助金(大 学改革推進事業)に 係る

事故繰越しの承認及び補助条件の変更について(通 知)

貴学か ら申請のあった平成22年 度大学改革推進等補助金(大 学改革推進事業)に

係 る事故繰越 しにつ いては、下記のとお り承認 されましたので通知 します。

また、これに伴い、別添 「変更交付決定通知書」のとお り補助条件が変更 され、ま し

たので併せて通知 します。

記

1.プ ログラム名称等

プ ログラム名称(選 定年度):

「大 学教育 ・学生支援推進 事業」就職支援推進プログラム(平 成21年 度)

事業名称:長 期就業を目指 した地元企業への就職支援

2.繰 越 承 認 額 金375,000円



【D -2-3】

理由書の繰越事由欄の記載方法について

繰越 事 由の記載 は 、原則 と して 次 の記載 方法 に よ る もの と し、 主観 的な

視 点 に偏 る こ とな く、客観 的 に見 て第 三者 が納 得 で きる もので ある こ とを

念頭 に作成 す るこ と。

①計画 に関す る諸条件

(ア)工 事 の 施 行 に伴 い発 生 す る ○ ○ 問題(例:公 害 、 騒 音 、 振 動 、 水 質

汚 濁 等)に つ い て 、 地 元 との調 整 に不 測 の 日数 を要 したた め(補 償 処 理

に 関 す る も の を除 く)

(記 載 例)計 画 に関 す る諸 条 件 ア(公 害)

(イ)工 事 の施 行 に伴 い 発 生 した 状 況 変 化(土 質 、埋 蔵 物 、湧 水 、地 盤 等)

に伴 う施 行 能 率 の低 下 に よ り不 測 の 日数 を要 した ため

(ウ)工 事 の施 行 に伴 う工 事 用 資 材 等 の運搬路 の選択 に当た り、地元 との調

整 に不測 の 日数 を要 したた め

(エ)基 本 計 画 の 策 定 ・変 更(面 積 、 建 物 の配 置 、規 模 等)不 測 の 日数 を要

したた め

(オ)他 事 業(災 害 、 上 下 水 道 、 電 気 等)と の調 整 に不 測 の 日数 を要 した た め

(カ)関 係 機 関 との協 議 ・許認 可 に 不 測の 日数 を要 したため

(キ)そ の他(具 体 的 事 由 を記 載 す る こ と)

② 設 計 に 関す る諸 条 件

(ア)工 法 の選 択 に 当 た り、 不 測 の 日数 を要 したた め

(イ)設 計 の 変 更 を 生 じた の で 、 設 計 変 更 、契約 変 更等 の手続 きに不測 の

日数 を要 したため

(ウ)そ の 他(具 体 的事 由 を記 載 す る こ と)

③ 気 象 の 関係

(ア)豪 雨 の た め(○ 月)

(イ)豪 雪 の た め(○ 月)

(ウ)風 浪 の た め(○ 月)

(エ)そ の 他(具 体 的 事 由 を記 載 す る こ と)

(注)異 常 気 象 を理 由 とす る とき は 、気 象調書等 に よ り例年 に比 して

異 常が認 め られ る場合 に限 る。(異 常 を証 す る資 料 が必 要)



④ 用地 の関係

(ア)用 地 買 収 の 交 渉 に伴 い発 生 す る ○○問題(例:価 格 、 相 続 、境 界 、 代

替 地 等)、 用 地 の取 得 が 遅 延 した た め

(イ)工 事 用 用 地(工 事 施 行 に必 要 な敷 地)の 借 上 げ 交 渉 が 難 航 した こ とに

よ り、工事 の施行 が遅延 したため

(ウ)そ の 他(具 体 的事 由 を記 載 す る こ と)

⑤ 補 償 処 理 の 困難

(ア)工 事 施 行 上 障 害 とな る○ ○(例:家 屋 又 は 工 作 物 の撤 去 ・移 転 、 立木

伐採 、漁業権等)に 係 る補 償 交 渉 に 不 測 の 日数 を 要 したため

(イ)工 事 の施 行 に伴 い発 生 す る ○ ○ 問題(例:公 害 、騒 音 、振 動 、 水 質 汚

濁 等)に つ い て 、 地 元 との調 整 に 不 測 の 日数 を要 したため

(ウ)そ の他(具 体 的 事 由 を記 載 す る こ と)

⑥ 資 材 の入 手 難

(ア)工 事 箇 所 が 地 域 的 に集 中 した こ とに よ り、資材(セ メ ン ト、ブ ロ ック、

鋼 材 等)の 不 足 を来 した た め

(イ)工 事 箇 所 が 地域 的 に集 中 した こ とに よ り、労務者 の手配調整 に不測 の

日数 を要 したた め

(ウ)そ の他(具 体 的 事 由 を記 載 す る こ と)

⑦ 試 験 研 究 に際 して の 事 前 調 査 又 は研 究方式 の決定 の困難

(ア)事 前調 査 に予 想 外 の 日数 を要 した ため

(イ)研 究 方 式 の 決 定 に予 想 外 の 日数 を要 したため

⑧そ の他

上記 の理 由に よ らない場合 は、具体的理 由を記載す ること。



繰越 しを必要 とする理 由

【 D-2-4】



○○○○改修工事工程表

【 D-2-5】



様式7(第9条 関係)

平成23年4月22日

文部科学大臣 殿

大学等名 東北学院大学

大学等の設置者名 学校法人東北学院

職名 ・氏名 理事長 平河内健治

平成22年 度大学改革推進等補助金(大 学改革推進事業)に 係る事業遅延届

平成22年 度大学改革推進等補助金(大 学改革推進事業)に 係る事業の遅延について、大学

改革推進等補助金交付要綱第9条 の規定によ り、下記のとお り報告します。

記

1.プ ログラム名称

「大学教育 ・学生支援推進事業」(就 職支援推進プログラム)

2.選 定年度

平成21年 度

3.事 業名称

長期就業を目指 した地元企業への就職支援

4.補 助事業の内容及び進捗状況

本件補助事業 のうち、平成22年 度大学 改革推進等補助金(大 学改革推進事業)調 書 に記 し

た 「エン トリー シー ト添削講座、面接対策講 座」 の取組(同 調書 ・補助事業実施計画欄⑤)は 、

自分 らしさをうま く伝 え切れな い学生に対 して 、的確に 自己表現がで きるよ うにな る指導訓練の

機会 を個別 に提供す る取組で ある。そ こでは、各学生が 自らに気づ いて いない問題点 を自覚 させ

た り、逆 に自分の長所 を発見 させた りしなが ら、自己分析 を深めて、で きるだけ 自分 の適性 にあ

った職業探 しができるようにもってい くことを 目標 としている。そ して、そのよ うな 目標が達 成

で きれ ば、自ず と的確な 自己表現 も出来 るよ うになる と考 える。ただ し、かよ うな 目標 の達成は、

一回限 りの指導 でな し得 るものではな く
、何度 も面接指導や添削指導 を繰 り返 しなが らその完成

度 を高め る努力を していかな くてはな らない。具体 的には、これ ら各講座 を受講 した学生が平成

23年2月8日 及び 同年3月11日 に開催 され た学 内合 同企業説明会 に参加 した後 、再度 これ ら講座 を

受講す ることによって 目標 を達成 し、 もって就職内定へ と繋げる成果 を得る予定で いた。



5.遅 延 理 由

平成23年3月11日 に発生 した東北地方太平洋沖地震 によ り、本学各部 局の業務 は完全 に停止

し、 同月28日 か ら徐 々に業務 は再開 しつつあるが、全体 としては復 旧に相 当時間 を要す る こと

によ る。

6.遅 延 に対 して講 じた措置

東北地方太平洋沖地震が発 生 した平成23年3月11日 以降 につ いて、当初の計画で は、3

月14日(月)～ 同月18日(金)の 各 日、同22日(火)～ 同25日(金)の 各 日及び同28

日(月)～ 同31日(木)の 各 日合 計13日 にエ ン トリーシー ト添削講座お よび模擬面接講座 を

実施す る予定であった(な お、カウンセ ラーの配置人数は、3月15日 及び同月23日 は2名 配置、

その他の 日はカウンセラー1名 配置。よって、カウンセラー配置はのべ15名 である。)。

以上 の予定が実施不可能 となったので、 これ を4月1日(金)～ 同月28日(木)の 期間の

平 日に割 り振 るかたちで予定 を繰 り延べて 当初 の計画 を実施す る。

7.そ の 他



(別紙)

繰越を必要とする理由

事 頂

エントリーシー ト添削講座及び模擬

面接講座

事 業 概 要

エントリーシート添削講座及び模
擬面接講座において個人指導を通 じ
て、各学生が主体的に自己の適性にあ
った職探しをする事で、企業求人と応
募学生のマッチングを高める事を目
的として実施する。

計 画

東北地方太平洋沖地震が発生 した
3月11日 以降について、当初の計
画では、3月14日(月)～ 同月18
日1金)の 各 日、同22日(火)～ 同
25日(金)の 各 日及び同28日 ～同
31日 の各日合計13日 にエン トリ
ーシー ト添削講座および模擬面接講

座を実施する予定であった。(な お
、カウンセラーの配置人数は、3月
15日 及び同月23日 は2名 配置、
その他の日はカウンセラー1名 配置
。よって、カウンセラー配置はのべ
15名)。
以上の予定が実施不可能となった
ので、これを4月1日(金)～ 同月2
8日(木)の 期間の平日に割 り振るか
たちで予定を繰り延べて当初の計画
を実施する。

事 由

エン トリーシー ト添削講座および模擬面接講座では、各学生 自身が気づい
ていない問題点を自覚させたり、逆に自分の長所を発見させた りしながら、
自己分析を深めて、できるだけ自分の適性にあった職業探 しができるように
もっていくことを目標としている。
ただ、かような目標達成は、一回限りの指導でなし得るものではなく、何
度も面接指導や添削指導を繰り返しながらその完成度を高める努力をしてい
かなくてはな らない。
加えて、これ らの講座は2月8日 、3月11日 開催の学内合同企業説明会と連動
させなが ら、学生の指導にあたっていた。
こうした指導を学生たちに行い始めたさ中に起 こったのが、東北地方太平
洋沖地震である。
この震災により、本学就職部の業務は完全に停止 し、ようや く3月28日 から
部分的に業務を再開できる予定である。

かような次第ですので、これら講座における学生たちへの指導は現時点で
全く不十分なままで、完結しておらず、当初の計画どお りに遂行することが
困難な状況にあります。
そこで、今年度の補助事業としてのエン トリーシー ト添削講座及び模擬面
接講座について、年度を超えて延長させていただきたくお願い申し上げます

。



工 程 表



22文 科高第1408号

平成22年 度大学改革推進等補助金(大 学改革推進事業)

変更交付決定通知書

学校法人東北学院理事長

平成22年4月1日 付 け22文 科 高第151号 で交付決 定 した平成22年 度大 学

改革推進等補 助金(大 学改革推進事業)に つ いては、下記 の とお り補助条件 を変更 し

たので通知する。

平成23年3月31日

文部科学大臣

高 木 義明

記

1.プ ログラム名称 等

プ ログラム名 称(選 定年度):

「大 学教 育 ・学生支援推進事業 」就職支援推進プログラム(平 成21年 度)

事業名 称:長 期就業 を 目指 した地元企業へ の就職支援

2.補 助事業 の実施 期 間:平 成24年3月31日 まで



Mail

受信メール:【文部科学省】平成22年 度事 業の繰越 しに関する確 認と依頼

送信者:就 職部就職課
宛先:
送信済:

嶋容三
2011/04/1311:28

桔梗様 黒井様 嶋様

転送します。

御担当者様

本メールは、平成22年 度事業の繰越しを希望されている大学宛てに送付しておりま

す。

もし該当しないということであれば、お手数ですがご連絡いただけますようお願い

いたします。

現在、ご提出いただいた理由書等により繰越しの協議を進めておりますが、協議と

並行して
・補助事業の完了予定日を変更する「変更交付決定」

・平成22年 度に概算払された補助金のうち、平成23年 度に繰り越す金額の「国庫返

納」

の手続きを行う必要がございます。

そこで、以下の2点について、お忙しいところを申し訳ございませんが、4月13日(

水)中 に

ご確認とご回答をお願いいたします。

○繰越し後の事業完了見込み年月日について

今回繰り越す事業の完了は、最長で平成24年3月31日 まで延長することができます

が、

事業完了予定を4月下旬といったかなり近い日に設定されている申請が見受けられ

ます。

完了予定日についての変更交付決定を行った後に、完了予定日が先に延びることが

発覚

した場合、改めて変更交付決定の手続きを行う必要が出てしまうため、余裕を持た

せた日を

設定しているかどうか再度ご確認をお願いいたします。

現時点で計画が未定である場合は、事業完了予定日を「平成24年3月31日 」として

ください。

○平成23年度に繰り越す「補助金額」について

平成22年 度中に概算払がなされ、平成23年 度に繰り越す補助金については、一度国

庫返納

いただき、平成23年 度に改めて概算払を行う必要があります。

そこで、平成23年 度に繰り越す事業に要する補助金の額について、教えてください

。申請できる最高額は、「概算払合計額一平成22年 度中に支払った(見込みも含む)

金額」に

なりますが、所要額の算出が困難である場合は、最高額でご回答いただいても構い

ません。

全ての手続きについては、全て今月中に完了させる必要がありますので、至急で色

々とお願い

することがあるかと思いますが、ご協力いただけますようお願いいたします。

印刷者:嶋 容三 ペ ージ1 2012/06/2514:54



Mail

また、ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

【問い合わせ先】

文部科学省高等教育局学生 ・留学 生課厚生係(担 当:久 坂(くさか))

電話03-5253-4111(内2519)

03-6734-2519(夜 間 直通)

E‐mailgakushi@mext.go.jp

印刷者:嶋 容三 ぺ ージ2 2012/06/2514:54



Mail

受信 メール:【文 部 科 学 省 】大 学 改 革 推 進 等補 助金 に係 る事 故 繰 越 しの 手 続 きにつ いて

送信者:就 職部就職課
宛先:嶋 容三
送信済:2011/05/1316:07

桔梗様 黒井様 嶋様

転送します。

大学改革推進等補助金

(新たな社会的ニーズに対応した学生支援プログラム)

(大学教育・学生支援推進事業(学 生支援推進プログラム))

(大学教育・学生支援推進事業(就職支援推進プログラム))事 務担当者様

お世話になっております。

文部科学省学生・留学生課厚生係の久坂です。

事故繰越しについて、申請いただいた繰越額で、財務省から内諾を得ることができ

ました。

ついては、補助事業実施期間の延長に伴う変更交付決定の手続を行いますので、必

要書類を

郵送でご提出いただきますようお願いいたします。

本来、変更交付決定は平成22年 度中に行う必要があるものですが、原因となった

震災が年度末

であったことから、この時点での提出となっております。

文書日付は上述の事情から平成22年 度中の日付とさせていただきたく存じます。

【提出書類】 ※添付様式をご使用ください

1.事 業遅延届(交付要綱第9条)(既 にご提出いただいている場合は不要です。

)

2.変 更承認申請書(交付要綱第7条 第1項)

【提出期限】

平成23年5月20日(金)

【宛先】

〒100-8959東 京都千代田区霞が関3-2-2

文部科学省高等教育局学生・留学生課厚生係

※送付の際は、封筒の表に「繰越し関係書類在中(○○ 大学)」と朱書きしてくだ

さい。

ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

どうぞ宜しくお願いいたします。

【問い合わせ先】

文部科学 省高等教育局学生 ・留学 生課厚生係(担 当:久 坂(くさか))

電 話03-5253-4111(内2519)

03-6734-2519(夜 間 直通)

E‐mailgakushi@mext.go.jp

印刷者:嶋 容三 ページ1 2012/06/2515:58



様式3(第7条 第1項 関係)

平成23年3月31日

文部科学大臣 殿

大学等名

大学等の設置者名

職名 ・氏名(記 名押印又は署名)

平成22年 度大学改革推進等補助金(大 学改革推進事業)

事業内容等変更承認申請書

平 成22年 度 大学改革推 進等補助 金(大 学改 革推進事 業)につ いて、事業 内容 を変 更 した い

ので、大学 改革 推進等補助 金交付 要綱 第7条 第1項 の規定 によ り、下記の とお り申請 します 。

記

1.プ ログ ラム名称

※採択 されたプ ログ ラム名 を記入。

2.選 定 年度

平成○○年度 ※採択 され た年度 を記入。

3.事 業 名称

○○ ○・・・ ※取組名称 を記入。

4.交 付 決定額

**,***千 円 ※千円単位 で記入。

5.変 更 の内容

補助事業 の実施期 間を以 下の とお り変更す る。

【当初 計画】

平成22年4月1日 ～平成23年3月31日

【計画 変更】

平成22年4月1日 ～平成23年 ○ 月○ 日

6.変 更 の理 由

東北地方太平洋沖地震 に伴 う○○ によ り、平成22年 度 内に事業 を完了 す ることが困難 と

な った。事故繰越 しとして翌年度 にわた り経 費 を使用す るため、補助事 業実施期 間 を延長す

るものである。

7.そ の他

繰越 見込額:***,***円



様式3(第7条 第1項 関係)

平 成23年3月31日

文部科学大臣 殿

大学等名 東北学院大学

設置者名 学校法人 東北学院

事業推進代表者 学 長 星宮 望

平成22年 度大学改革推進等補助金(大 学改革推進事業)

事業内容等変更承認申請書

平成22年 度大学改革推進等補助金(大 学改革推進事業)に ついて、事業内容を変更 したい

ので、大学改革推進等補助金交付要綱第7条 第1項 の規定により、下記のとお り申請します。

記

1.プ ログラム名称

「大学教 育 ・学 生支援推進 事業」(就 職支援 推進 プ ログラム)

2.選 定 年度

平成22年 度

3.事 業 名称

長期 就業 を 目指 した地元企 業への就職 支援

4.交 付決 定額

11,500千 円 ※千円単位で記入。

5.変 更 の内容

補助事業 の実施期間 を以下 の とお り変更す る。

【当初計画 】

平成22年4月1日 ～平成23年3月31日

【計画変更 】

平成22年4月1日 ～平成24年3月31日

6.変 更の理 由

東北地方太平洋沖地震 に伴 う交通途絶及 び大学施設 の被災等 のため本学各部 局の業務 遂行

が停 止 または停滞 した ことによ り、平成22年 度 内に事業 を完 了す る ことが 困難 とな った。

事 故繰越 しとして翌年度 にわた り経費 を使用す るため、補助事業実施期間 を延長す る もの

である。

7.そ の他

繰越見込 額:375,000円


